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当社子会社による事業譲受に関するお知らせ 

 

当社の連結子会社である株式会社あゆた（以下「あゆた社」）は、株式会社グローバル・リサ

ーチ（以下「グローバル・リサーチ社」）の IT ソリューション事業を譲受けることについて決定

し、同社と事業譲渡契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。 

 

１．事業譲受の理由 

当社グループは、企業ビジョンである「創造の連鎖」の実現を目指し、インターネット広告代

理事業を中心としたデジタルマーケティング事業からスタートした事業領域を、スマートフォ

ン、タブレットを用いたオンライン相談プラットフォームを運営するライフテクノロジー事業

へと拡大して参りました。 

平成 29 年 6 月には、アプリ・システム開発において高い技術力と豊富な開発実績を持ち、デ

ィープラーニングモデル構築等の先端技術知識を有するあゆた社を子会社化し、ソリューショ

ン事業を開始いたしました。平成 29 年 7 月には、株式会社セレッテの開発チームをあゆた社に

迎えて開発体制を更に強化し、ソリューション事業を当社グループにおける新たな事業の柱と

して拡大していくことを目指しております。 

 

この度、当社グループが譲受けるグローバル・リサーチ社の IT ソリューション事業は、ＡＲ

技術を利用したアプリ開発や CRM システム、IoT 関連制御システム開発等の実績を有し、官公庁

向けの案件等も企画段階から手掛ける等、実績に定評のある開発チームを擁しております。 

 

グローバル・リサーチ社の開発チームをあゆた社に迎えることで、ソリューション事業におけ

る開発体制を更に強化することが出来ると考えております。 

当社グループがデジタルマーケティング事業やライフテクノロジー事業において保有する専

門性との連携により、マーケティングオートメーションなどの新たなデジタルマーケティング

の潮流を捉えた成長分野への展開、ディープラーニングモデルを活かしたツール開発やＡＲ技

術等の先端技術を利用した新サービス開発等、中長期の柱となる事業の創出を加速させ、企業価

値の継続的な向上を目指してまいります。 
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２．事業譲受の概要 

（１）譲受事業の内容 

   グローバル・リサーチ社が営む IT ソリューション事業 

 

（２）譲受価格及び決済方法 

   守秘義務契約に基づき非開示といたします。 

 

３．事業譲渡会社の概要 

（１） 商 号 株式会社グローバル・リサーチ 

（２） 所 在 地 東京都港区芝四丁目 10番 5 号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 尾崎 将範 

（４） 事 業 内 容 有料職業紹介事業、IT ソリューション事業 

（５） 設 立 年 月 日 平成２年 7月 18 日 

（６） 
上 場 会 社 と 

当 該 会 社 の 関 係 

資 本 関 係 該当事項はありません。 

人 的 関 係 該当事項はありません。 

取 引 関 係 該当事項はありません。 

関連当事者へ

の 該 当 状 況 
該当事項はありません。 

 

４．事業譲受会社の概要 

（１） 商 号 株式会社あゆた 

（２） 所 在 地 東京都渋谷区恵比寿南一丁目 15 番 1 号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 毛利真克 

（４） 事 業 内 容 ソフトウェア開発事業、教育事業、情報メディア事業 

（５） 設 立 年 月 日 平成 20 年 6月 6 日 

（６） 大株主及び持株比率 株式会社 Orchestra Holdings（100%） 

（７） 
上 場 会 社 と 

当 該 会 社 の 関 係 

資 本 関 係 当社の 100％子会社であります。 

人 的 関 係 該当事項はありません。 

取 引 関 係 該当事項はありません。 

関連当事者へ

の 該 当 状 況 
当社の関連当事者（子会社）であります。 

 

 

 

 

 



５．日 程 

（１） 契 約 締 結 日 平成 30 年 1月 12 日 

（２） 事業譲受実行日 平成 30 年 2月１日（予定） 

 

６．今後の見通し 

本件子会社による事業譲受に伴う平成 30 年 12 月期の業績に与える影響につきましては、軽

微と見込んでおりますが、今後、業績に重大な影響を与えることが判明した場合には、速やかに

開示いたします。 

 

７．その他 

当開示は、任意開示であるため、一部開示を省略させていただいております。 

 

以 上 


